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          北澤 元宏 

 

3．就任する会計監査人の名称及び事務所所在地 
 名 称   東京第一監査法人 
 所 在 地   東京都港区西新橋 3 丁目 13 番 7 号ＭＧ愛宕ビルディング 5 階 
 業務執行社員   茂木 亮一 
          江口 二郎 
           
4．退任する会計監査人の直近における就任年月日 
 平成 20 年 6 月 27 日 
 
5．異動年月日 
 平成 23 年 8 月 8 日 
 
6．退任する会計監査人が直近 3 年間に作成した監査報告書における意見等に関する事項 
 平成 23 年 3 月期有価証券報告書及び内部統制監査報告書において、受領している監査報告書は以下

のとおりです。 
 
（1）有価証券報告書 

会社には全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制において重要な欠陥が存在して

おり、当監査法人は、財務諸表監査において当該重要な欠陥の影響を考慮して実施すべき監査手続を実施

できなかったため、上記の連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、上記事項の連結財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、RH イ

ンシグノ株式会社及び連結子会社の平成 23 年 3 月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているかどうかについての意見を表明しな

い。 

（2）内部統制監査報告書 
 会社は、内部統制報告書に記載のとおり、平成 23 年７月 20 日付けで第三者委員会の調査結果を受

領しており、会社法及び金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律に違反したことが明

らかになった。また、連結子会社の借入について他の連結子会社が債務保証している事実並びに連結

子会社における取引計上漏れ及び簿外口座の存在が判明した。これらの事実が判明したのは当連結会

計年度末日以降相当期間経過した後であったため、会社は、当初計画していた業務プロセスの評価手

続は実施できたものの、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制に重要な欠陥

が存在するが、時間的制約から必要と判断した評価範囲についての評価手続を改めて実施することが

できず、財務報告に係る内部統制についての最終的な評価結果を表明していない。このため、当監査

法人は RH インシグノ株式会社の平成 23 年３月 31 日現在の財務報告に係る内部統制について、内部

統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 
 

当監査法人は、内部統制報告書において評価範囲の制約とされた当該内部統制の財務報告に与える

影響の重要性に鑑み、RH インシグノ株式会社の平成 23 年３月 31 日現在の財務報告に係る内部統制

の評価結果を表明できないと表示した上記の内部統制報告書が、財務報告に係る内部統制の評価につ

いて、適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。 
 
7．上記 1 の経緯及び理由に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する会計監査人の意見 
 監査法人ハイビスカスから受領した意見は以下のとおりです。 
 
 当監査法人は、平成 23 年 3 月期の監査報告書に記載のとおり、会社の全社的な内部統制に重要な欠
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陥が存在するため意見表明のための合理的な基礎を得ることができず、監査意見を表明していない。 

当該内部統制の重要な欠陥は現時点においても解消されていない。当該状況及び上記 1 に記載の理由

等を総合的に勘案し、当監査法人は会社と合意のうえ監査契約の更新をしないこととした。 
 
8．今後の見通し 
 平成 24 年 3 月期第一四半期決算短信及び平成 24 年 3 月期第一四半期報告書につきましては、監査

法人ハイビスカスより引継作業が行われることとなっておりますので、平成 23 年 8 月 12 日に開示す

る予定であります。 
 

以上 

 


